
福 井 市 告 示 第 １ ３ ７ 号  

 公 共 下 水 道 の 供 用 及 び 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る の で 、

下 水 道 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ） 第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お

り 公 示 す る 。  

 な お 、 関 係 図 面 は 、 福 井 市 下 水 道 部 下 水 管 理 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に

供 す る 。  

  平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ ９ 日  

                福 井 市 長  東  村  新  一  

１  公 共 下 水 道 の 供 用 及 び 下 水 の 処 理 を 開 始 す べ き 年 月 日  

  平 成 ２ ９ 年 ５ 月 ２ 日  

２  下 水 を 排 除 し 、 及 び 処 理 す べ き 区 域  

単 独 公 共 下 水 道 日 野 川 処 理 区  

 舟 橋 新 １ 丁 目 、 舟 橋 新 ２ 丁 目 、 大 和 田 町 、 大 和 田 １ 丁 目 、 大 和 田 ２

丁 目 、 上 中 町 、 渕 ３ 丁 目 、 西 谷 １ 丁 目 、 下 馬 町 、 大 町 １ 丁 目 、 下 六

条 町 、 下 莇 生 田 町 、 下 細 江 町 、 杉 谷 町 、 冬 野 町 、 安 保 町 、 上 毘 沙 門

町 、 小 路 町 、 脇 三 ケ 町 及 び 安 波 賀 中 島 町 の 各 一 部  

３  供 用 を 開 始 し よ う と す る 排 水 施 設 の 位 置  

  別 紙 図 面 の と お り  

４  供 用 を 開 始 し よ う と す る 排 水 施 設 の 合 流 式 又 は 分 流 式 の 別  

分 流 式  

５  下 水 の 処 理 を 開 始 し よ う と す る 終 末 処 理 場 の 位 置 及 び 名 称  

  単 独 公 共 下 水 道 日 野 川 処 理 区  

福 井 県 福 井 市 黒 丸 町 ３ 字 １ 番 地  

  日 野 川 浄 化 セ ン タ ー  

６  縦 覧 期 間  



  平 成 ２ ９ 年 ４ 月 ２ ０ 日 か ら 同 年 ５ 月 ２ 日 ま で （ 福 井 市 の 休 日 を 定 め

る 条 例 （ 平 成 元 年 福 井 市 条 例 第 ４ ８ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 定 め る 市 の 休

日 を 除 く 。）  

７  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  

 

 



別紙図面 

 

供 用 を 開 始 し よ う と す る 排 水 施 設 の 位 置  

 

凡 例  

 
下水を排除し、及び処理すべき区域 

 
供用を開始しようとする排水施設の位置 

 



 

舟橋新１丁目 

Ｆ－１０、Ｇ－１０ 

舟橋新２丁目 

灯明寺４丁目 



 

大和田町 

Ｆ－１２、Ｇ－１２ 



 Ｇ－１２ 

大和田２丁目 

大和田１丁目 

高柳２丁目 



 

上中町 

Ｌ－１１，Ｌ－１２ 

新保町 
 

若栄町 
 



 

渕２丁目 

Ｋ－９ 

渕３丁目 



 

西谷２丁目 

Ｋ－１０ 

西谷１丁目 

西谷町 

花堂北２丁目 



 

下馬町 

Ｋ－１２ 

小稲津町 



 

大町１丁目 

Ｋ－１０、Ｋ－１１ 

大町２丁目 

大町 

花堂中１丁目 

花堂南２丁目 



 

下六条町 

Ｋ－１１、Ｌ－１１ 



 

下莇生田町 

Ｌ－１１ 



 

下細江町 

Ｌ－１１，Ｌ－１２ 



 

杉谷町 



 

冬野町 

Ｍ－９ 



 

安保町 

M－９、M－１０ 

今市町 

浅水町 

杉谷町 



 

上毘沙門町 

Ｌ－１３、Ｍ－１３ 

小路町 

安原町 

東郷二ケ町 



 

Ｌ－１４ 

脇三ケ町 

安波賀中島町 



（単位：ha）

処理区名 排除方式 計画次 排水区域名
認可
面積

前回までの
告示面積

今　　回
告示面積

告示面積
累　　計

参考
（進捗）

境処理区 合流式 第１次 橋北排水区 462.84 460.86 460.86 99.6

橋南排水区 187.85 184.36 184.36 98.1

第１次計画区域計 650.69 645.22 0.00 645.22 99.2

第２次 加茂河原・小山谷排水区 50.30 49.68 49.68 98.8

第２次計画区域計 50.30 49.68 0.00 49.68 98.8

第３次 西部第１排水区 150.90 143.86 143.86 95.3

第３次計画区域計 150.90 143.86 0.00 143.86 95.3

境処理区合計 851.89 838.76 0.00 838.76 98.5

日野川処理区 合流式 第２次 下北野排水区 29.40 28.55 28.55 97.1

北部排水区 175.30 174.05 174.05 99.3

第２次計画区域計 204.70 202.60 0.00 202.60 99.0

第３次 町屋･大願寺排水区 65.70 58.63 58.63 89.2

北部排水区 46.60 46.16 46.16 99.1

東部第１排水区 128.10 119.67 119.67 93.4

東部第２排水区 113.43 105.66 105.66 93.1

第３次計画区域計 353.83 330.12 0.00 330.12 93.3

分流式 第４次 橋北第１排水区 884.10 758.84 0.13 758.97 85.8

橋北第１排水区（６次負担区） 200.30 2.46 3.46 5.92 3.0

橋北第２排水区 487.84 449.48 0.09 449.57 92.2

橋南第１排水区 942.35 783.52 0.55 784.07 83.2

橋南第１排水区（６次負担区） 288.30 7.95 14.96 22.91 7.9

橋南第２排水区 715.67 649.75 0.10 649.85 90.8

橋南第２排水区（６次負担区） 47.30 0.00 0.00 0.00

第４次計画区域計 3,565.86 2,652.00 19.29 2,671.29 74.9

日野川処理区合計 4,124.39 3,184.72 19.29 3,204.01 77.7

単独公共合計 4,976.28 4,023.48 19.29 4,042.77 81.2

流域 分流式 第４次 福井第１処理分区 557.00 407.19 407.19 73.1

福井第２処理分区 63.00 50.72 50.72 80.5

福井第３処理分区 57.00 52.03 52.03 91.3

流域関連合計 677.00 509.94 0.00 509.94 75.3

鷹巣国見処理区 鷹巣国見地区 105.68 97.48 97.48 92.2

特定環境保全合計 105.68 97.48 0.00 97.48 92.2

清水東部処理区 分流式 清水東部 146.40 146.40 146.40 100.0

単独公共合計 146.40 146.40 0.00 146.40 100.0

清水西部処理区 分流式 清水西 96.00 96.00 96.00 100.0

美山処理区 分流式 美山 42.10 39.92 39.92 94.8

特定環境保全合計 138.10 135.92 0.00 135.92 98.4

福井市公共下水道計 6,043.46 4,913.22 19.29 4,932.51 81.6

第３３６回告示面積
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